
 

 

 

子育て支援活動物品貸出し規程 

 

 

１ 貸出しを認める範囲 

  次の（１）に該当する団体が，（２）の活動を行う場合に貸出しを認める。 

  （１）団体の範囲 

     次の何れかに該当する団体であること。 

①  子育て支援活動団体として仙台市（のびすく泉中央登録団体を含む。）に登録をし

ている団体 

     ② 仙台市が設置する公の施設の指定管理者 

     ③ 仙台市（仙台市が設置している施設を含む。） 

     ④ 仙台市内に所在地を有する幼稚園，保育園等 

     ⑤ その他団体（民生委員・主任児童委員・社会福祉協議会・PTA等）   

（２）活動の範囲 

   仙台市内に居住する乳幼児のいる家庭を主な対象とし，かつ，地域における子育て親子の

交流等を促進することを目的とした非営利の子育て支援活動であること。 

   

２ 貸出し及び返却について 

（１）貸出し申込み受付開始時期 

利用日の３か月前の応答日から３日前まで 

（２）貸出し期間 

     １回あたり５日以内 

  （３）貸出し回数等 

     毎週特定の曜日，毎月特定の日等の定期的利用は認めない。 

  （４）返却に関する規定 

   ① 物品を返却する場合は，貸出しを受けた時の原状での返却とする。 

（衣類については，クリーニングのうえ返却とする。） 

     ② 物品に破損又は紛失等があった場合は，返却の際にその旨を管理者に報告する。 

  （５）貸出し・返却手続 

     別に定める書面により手続を行う。 

物品の受け取り及び返却の受付時間は 17時まで（のびすく泉中央については 16時 30分

まで）とする。 

 

３ その他 

① 貸出しを受けた物品に，破損又は紛失等があった場合は，弁償となる場合がある。 

② この規程に反する利用等を繰り返す団体は，上記１の規定にかかわらず，貸出しを認めない。 

 


